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告 示 

                  

三重県告示第 42 号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）第 59 条第 1 項の規

定により、次のとおり精神通院医療に係る指定自立支援医療機関を指定しました。 

  令和 6 年 1 月 23 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

医療機関の種別 医療機関の名称 所 在 地 指定年月日 

病院・診療所 ゆめ在宅訪問クリニック 
鈴鹿市中江島町 17番 15号 パレスピュアⅡ 
102 号 

令和 6 年 1 月 1 日 

薬局 こうなん薬局 久居野村店 津市久居野村町 514-3 令和 6 年 1 月 1 日 

訪問看護 訪問看護ステーションこころ 名張市桔梗が丘 5 番町 9 街区 1812 番地 11 令和 6 年 1 月 1 日 

訪問看護 ななーる訪問看護ステーション 伊賀市上阿波 2953 令和 6 年 1 月 1 日 

 

三重県告示第 43 号 

 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 21 条の 5 の 3 第 1 項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援

事業者を指定しました。 

  令和 6 年 1 月 23 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

事業所番号 事 業 者 の 名 称 
事 業 者 の 主 た る 
事 務 所 の 所 在 地 

事 業 所 の 名 称 
事 業 所 の 
所 在 地 

障 害 児 通 所 
支 援 の 種 類 

指 定 
年 月 日 

2450200981 
一般社団法人な
ちゅらん 

愛知県名古屋市中村区
名駅南二丁目 7 番 8 号 

重症心身障がい

児デイサービス 
レーヴ ドゥ 

四日市市小林
町 3018-271 

放 課 後 等 デ
イサービス 

令和6年 
1 月 1 日 

2450200999 

一般社団法人Ｗ

ＯＲＬＤ－ＷＩ
ＮＤＳ 

愛知県名古屋市天白区
古川町 46 番地 

Ｓ．Ｉ．Ｃ．ＫＩ
ＤＳ四日市校 

四日市市東日
野一丁目 3 番

19 号 Ｍｏｎ
ｏｌａｋｅ 1
階 

児 童 発 達 支
援、放課後等
デ イ サ ー ビ

ス 

令和6年
1 月 1 日 

2450501115 
株式会社ＳＫＫ
アセットマネジ

メント 

愛知県名古屋市中区栄
三丁目 11 番 33 号 

はな 
津市乙部 21番
19 号 

児 童 発 達 支

援、放課後等
デ イ サ ー ビ
ス 

令和6年 
1 月 1 日 

2452700178 
特定非営利活動
法人カナエタ 

三重県多気郡大台町長
ケ 1317 番地 

放課後等デイサ

ービス  カナエ
タ 

多気郡大台町

粟生 720 番地
1 

児 童 発 達 支
援 

令和6年
1 月 1 日 

 

三重県告示第 44 号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）第 29 条第 1 項の規 

定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者を指定しました。 

  令和 6 年 1 月 23 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

事業所番号 事 業 者 の 名 称 
事 業 者 の 主 た る 
事 務 所 の 所 在 地 

事 業 所 の 名 称 
事 業 所 の 
所 在 地 

障害福祉サー
ビ ス の 種 類 

指 定 
年 月 日 

2410301408 
合同会社キャリ
アアップ東海 

三重県鈴鹿市白子駅前
21-10 

ステップアップ
東海 

鈴鹿市東旭が
丘 4 丁目 3-6 

就労継続支援
Ａ型 

令和 6年
1 月 1 日 

2411400357 

特定非営利活動

法人夏，舞い咲い
た会 

三重県桑名市東方 1122
番地 92 

パステル－Ｇａ
ｋｕｅｎ 

いなべ市北勢

町阿下喜 2017
番地 1 

就労継続支援
Ｂ型 

令和 6年
1 月 1 日 

2430301545 
特定非営利活動
法人さくらさく

ら 

三重県鈴鹿市石薬師町
171 番地 7 

アンカー相談支
援事業所 

鈴鹿市石薬師
町 171 番地 7 

地 域 移 行 支
援、地域定着

支援 

令和 6年
1 月 1 日 

令和6年1月23日 三　重　県　公　報 第　483　号

2



 

三重県告示第 45 号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）第 46 条第 2 項の規 

定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者から当該指定障害福祉サービスの事業の廃止の届出がありま 

した。 

  令和 6 年 1 月 23 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

事業所番号 事業者の名称 
事 業 者 の 主 た る 
事 務 所 の 所 在 地 

事業所の名称 
事 業 所 の 
所 在 地 

障害福祉サー
ビ ス の 種 類 

廃 止 
年 月 日 

2410201970 
アライブ株式会
社 

三重県伊勢市本町
16-5 

スマイルホー
ム四日市訪問

介護事業所 

四日市市西日野町
57 リバーサイドヨ

シノ 1 階 3 号室 

居宅介護 
令和 5 年
11月 30日 

2410301655 
株式会社ビジョ

ナリー 

愛知県名古屋市中区
栄一丁目 18番 9号Ｔ
ＰＢビル 5 階 

ＨＩＤＡＭＡ
ＲＩ ＳＵＺ
ＵＫＡ 

鈴鹿市平田 1丁目 9
番 1 号 アバンハ
ウスⅠ Ｂ403 

居宅介護、重度
訪問介護、同行
援護、行動援護 

令和 5 年

12 月 1 日 

2410501338 

特定非営利活動

法人ふるさとの
杜 

三重県津市河芸町南
黒田 221 番地 

ヘルパーステ

ーション心む
すび 

津市 栗 真町 屋町

1741-3 サニーラ
イフ栗真Ａ-103 号 

居宅介護 
令和 5 年 
9 月 29 日 

2411200781 
合同会社ジョイ
アスライフ 

三重県伊賀市伊勢路
6 番地の 2 

はんどいんは
んど 

伊賀市伊勢路 6 番
地の 1 

居宅介護、重度
訪問介護 

令和 5 年 
4 月 1 日 

2410100222 
株式会社ニチイ

学館 

東京都千代田区神田

駿河台四丁目 6 番地 

ニチイケアセ

ンター桑名 

桑名 市 東方 大字

3139 

重度訪問介護、

同行援護 

令和 5 年

11月 30日 

2410200626 
株式会社ニチイ

学館 

東京都千代田区神田

駿河台四丁目 6 番地 

ニチイケアセ

ンター四日市 

四日 市 市城 西町
13-28 第二大誠ビ
ル 1 階 

重度訪問介護、

同行援護 

令和 5 年

11月 30日 

2410300426 
株式会社ニチイ

学館 

東京都千代田区神田

駿河台四丁目 6 番地 

ニチイケアセ

ンター鈴鹿 

鈴鹿市南江島町 12

番 20 号 

重度訪問介護、

同行援護 

令和 5 年

11月 30日 

2410500843 
株式会社ニチイ
学館 

東京都千代田区神田
駿河台四丁目 6 番地 

ニチイケアセ
ンター津 

津市下弁財町津興
244 

重度訪問介護、
同行援護 

令和 5 年
11月 30日 

2410500850 
株式会社ニチイ
学館 

東京都千代田区神田
駿河台四丁目 6 番地 

ニチイケアセ
ンター津中央 

津市丸之内 8 番 3
号 丸の内パーク

ビル 1Ｆ 

重度訪問介護、
同行援護 

令和 5 年
11月 30日 

2410500975 
株式会社ニチイ
学館 

東京都千代田区神田
駿河台四丁目 6 番地 

ニチイケアセ
ンター八町 

津市新町 2 丁目 8
番 12 号 

重度訪問介護、
同行援護 

令和 5 年
11月 30日 

2410700435 
株式会社ニチイ
学館 

東京都千代田区神田
駿河台四丁目 6 番地 

ニチイケアセ
ンター松阪 

松阪 市 大黒 田町
821-12 

重度訪問介護、
同行援護 

令和 5 年
11月 30日 

2410800219 
株式会社ニチイ
学館 

東京都千代田区神田
駿河台四丁目 6 番地 

ニチイケアセ

ンターみその
三重 

伊勢市御薗町王中

島 773 番地 ジョ
イタウン 1Ｆ 

重度訪問介護、
同行援護 

令和 5 年
11月 30日 

2412900215 
株式会社ニチイ
学館 

東京都千代田区神田
駿河台四丁目 6 番地 

ニチイケアセ
ンター鵜方 

志摩市阿児町鵜方
4053 ボナール駅

前館 1Ｆ 

重度訪問介護、
同行援護 

令和 5 年
11月 30日 

2411300193 
株式会社ニチイ

学館 

東京都千代田区神田

駿河台四丁目 6 番地 

ニチイケアセ

ンター名張 

名 張 市 松 崎 町
1330-1 アイエム
ビル名張 3Ｆ 

重度訪問介護、

同行援護 

令和 5 年

11月 30日 

2412820025 

社会福祉法人キ

ングスガーデン
三重 

三重県多気郡大台町
千代 997 番地 

共生園指定身

体障害者短期
入所事業所 

度会 郡 大紀 町崎
1785 

短期入所 
令和 5 年
12月 31日 

 

三重県告示第 46 号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）第 59 条第 1 項の規

定により、次のとおり育成医療又は更生医療に係る指定自立支援医療機関を指定しました。 

令和 6 年 1 月 23 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

医療機関の 
種 別 

医 療 機 関 の 
名 称 

所 在 地 
標ぼうしている 
診 療 科 目 

担 当 し よ う と す 
る 医 療 の 種 類 

指 定 
年 月 日 

      

令和6年1月23日 三　重　県　公　報 第　483　号

3



診療所 亀山透析クリニック 亀山市羽若町 833 番地 5  腎臓 
令和 6 年 
1 月 1 日 

薬局 あすなろ薬局 伊賀市上野丸之内 116-12  薬局 
令和 5 年 

12 月 1 日 

 

三重県告示第 47 号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）第 64 条の規定によ

り、次のとおり育成医療又は更生医療に係る指定自立支援医療機関から名称及び所在地の変更の届出がありまし

た。 

令和 6 年 1 月 23 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

医療機関の
種 別 

医療機関の名称 
医療機関の名称及び所在地 標ぼうしている

診 療 科 目 
担当しようとする
医 療 の 種 類 

変 更 
年 月 日 変更前 変更後 

薬局 畿央川口薬局 
名張市つつじ
が丘北 3 番町

4-1 

名張市つつじ
が丘北 5 番町

29-8 

 薬局 
令和 5 年 
11 月 1 日 

 

三重県告示第 48 号 

 三重県証紙条例（昭和 40 年三重県条例第 12 号）第 5 条第 1 項の規定により指定した証紙の販売人から、販売

所の所在地を次のとおり変更する旨の届出がありました。  

  令和 6 年 1 月 23 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

販売人の名称 販売所の名称 
所 在 地 

変更年月日 
旧 新 

株式会社 
三十三銀行 

尾鷲支店 尾鷲市朝日町 12 番 1 号 尾鷲市朝日町 11 番 16 号 令和 6 年 2 月 5 日 

海山支店 
北牟婁群紀北町相賀 480

番地の 163 
尾鷲市朝日町 11 番 16 号 令和 6 年 2 月 5 日 

 

 

公 告 

 

国土調査法（昭和 26 年法律第 180 号）第 19 条第 2 項の規定により、次のとおり国土調査に係る成果を認証し

ました。 

  令和 6 年 1 月 23 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  調査を行った者の名称 

   多気町 

2  調査を行った期間 

   平成 24 年 6 月から令和 2 年 3 月まで 

3  成果の名称 

   多気町（下出江 3 地区）の地籍図及び地籍簿 

4  調査を行った地域 

   多気町下出江地内 

5  認証年月日 

   令和 6 年 1 月 4 日 

 

肥料の品質の確保等に関する法律（昭和 25 年法律第 127 号）第 12 条第 2 項の規定により、次の肥料の登録有

効期間を更新しました。 

  令和 6 年 1 月 23 日 
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三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

登 録 
番 号 

肥料の 
種 類 

肥 料 の 
名 称 

 保証成分量（％） 

その他の 
規  格 

生産業者 

更新後の 
登 録 の 

有効期限 

窒

素

全

量 

り

ん

酸

全

量 

く
溶
性
り
ん
酸 

加

里

全

量 

く

溶

性

加

里 

水

溶

性

加

里 

く

溶

性

苦

土 

氏 名 
又 は 
名 称 

住 所 

三 重 県 

第 1244号 

配合肥 

料 

有 機 入 
り 配 合 

肥 料 1 
号 

 24.0 21.0 16.0 15.0 4.0 5.5 

含有を許され
る有害成分の
最大量及びそ

の他の制限事
項は公定規格
のとおり 

大協肥糧

株式会社 

大阪府藤
井寺市川

北 2 丁目
1番 29号  

令和 11 年 

10 月 7 日 

三 重 県 
第 1216号 

とうも 

ろこし 
はい芽 
油かす 

及びそ 
の粉末 

ジ ャ ー
ム粕 

3.0 1.0 

 

 

   

該当なし 
辻製油株
式会社 

松阪市嬉
野新屋庄
町 565 番

地の 1 

令和 11 年 
10月 21日 

三 重 県 
第 1309号 

混合有 
機質肥 

料 

神 協 有
機 21 号 

1.0 5.0 

 

1.0 

   含有を許され
る有害成分の

最大量及びそ
の他の制限事
項は公定規格

のとおり 

神協産業
株式会社 

山口県熊
毛郡田布
施町大字

波野 962
番地の 1 

令和 11 年 
11 月 5 日 

三 重 県 

第 1284号 

乾燥菌 

体肥料 

あ づ ま
の 有 機
肥料 

4.0 1.0 

 

 

  

 

含有を許され
る有害成分の
最大量及びそ

の他の制限事
項は公定規格
のとおり 

あづまフ
ーズ株式
会社 

三重郡菰
野町大字

永井3095
番地の45 

令和 8 年 

12月 11日 

三 重 県 
第 1171号 

乾燥菌 
体肥料 

5.0 乾

燥 菌 体
肥料 

5.0 2.5 

 

 

   含有を許され

る有害成分の
最大量及びそ
の他の制限事

項は公定規格
のとおり 

敷島スタ

ーチ株式
会社 

鈴鹿市長
太栄町五
丁目 5 番

1 号 

令和 9 年 
2 月 7 日 

三 重 県 
第 1172号 

乾燥菌 
体肥料 

6.0 乾
燥 菌 体

肥料 

6.0 3.0 

 

 

   含有を許され
る有害成分の

最大量及びそ
の他の制限事
項は公定規格

のとおり 

敷島スタ
ーチ株式

会社 

鈴鹿市長

太栄町五
丁目 5 番
1 号 

令和 9 年 
2 月 7 日 

三 重 県 

第 1202号 

混合有
機質肥
料 

混 合 有
機 質 肥
料 1 号 

4.0 3.0  

 

 

  含有を許され
る有害成分の
最大量及びそ

の他の制限事
項は公定規格
のとおり 

有限会社

岩倉 

大阪府藤
井寺市川

北 3 丁目
1 番 4 号 

令和 12 年 

2 月 11 日 

 

 肥料の品質の確保等に関する法律（昭和 25 年法律第 127 号）第 14 条の規定により、次の肥料の登録は失効し

ました。 

  令和 6 年 1 月 23 日 

                             三 重 県 知 事   一  見  勝  之 

登 録 

番 号 

肥 料 の 

種 類 

肥 料 の 

名 称 

 保証成分量（％） 

その他の 

規  格 

生産業者 

窒

素

全

量 

り
ん
酸
全
量 

加

里

全

量 

氏 名 

又 は 
名 称 

住 所 

三 重 県 

第 1324 号 

混合有機質

肥料 
混合有機 7 号 5.0 4.0 1.0 

含有を許される有害

成分の最大量及びそ 

大協肥糧株式

会社 

大阪府藤井寺市川

北 2丁目 1番 29号 
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の他の制限事項は公

定規格のとおり 
  

三 重 県 
第 1312 号 

加工家きん
ふん肥料 

伊勢ぺレット
肥料 

3.0 2.5 1.5 

含有を許される有害
成分の最大量及びそ
の他の制限事項は公

定規格のとおり 

有限会社伊勢
農場 

伊賀市諏訪字千谷
2600 番地 

 

 測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 2 項の規定により、次の公共測量が

令和 6 年 1 月 4 日に終了した旨、三重県桑名農政事務所長から通知がありました。 

    令和 6 年 1 月 23 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1   作業種類 

    公共測量（基準点測量） 

2   作業地域 

桑名郡木曽岬町外平喜、同町西対海地、同町田代及び同町栄 

 

 

特 定 調 達 公 告 

 

 次のとおり一般競争入札を行いますので、物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成 7 年三重

県規則第 84 号）第 5 条の規定により公告します。 

  令和 6 年 1 月 23 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  入札に付する事項 

(1)  委託業務名  

    令和 6 年度三重県広報紙「県政だより みえ」及び三重県議会広報紙「みえ県議会だより」新聞折込業務

委託（単価契約） 

(2)  委託業務の特質等 

     委託業務に関し、三重県知事が調達説明書（仕様書）で指定する特質等を有することが必要です。 

(3)  委託期間 

    契約締結の日から令和 7 年 3 月 31 日（月）までとします。 

(4)  委託業務履行場所 

    知事が別に指定する場所とします。 

2  入札参加者及び落札者に必要な資格 

(1)  競争入札参加資格 

ア 当該競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 

  イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 32 条第 1 項各号に掲げる

者でないこと。 

(2) 落札資格 

ア  三重県建設工事等資格（指名）停止措置要領により資格（指名）停止を受けている期間中である者でな

いこと。 

イ  三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要綱に定

める落札資格停止要件に該当する者でないこと。 

ウ  三重県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 

エ 連絡調整の担当者を 2 名以上配置し、緊急時に責任者に直接指示できる体制を整備できる者であること。 

3   入札に関する事項 

(1) 本入札は、電子入札システム（以下「本システム」といいます。）を利用して行いますが、書面により入札

に参加することもできます。 

(2)  本入札は、開札事務を本システムで行うため、書面により入札に参加する場合であっても、三重県電子調
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達システム（物件等）（以下「調達システム」といいます。）の利用登録が必要です。 

(3) 調達システム利用登録者が本システムにより入札に参加した場合は、書面による入札への途中変更はでき

ません。 

(4) 調達システムの障害等やむを得ない事情が生じた場合は、書面による入札に変更することがあります。 

(5) 調達システムの運用については、「三重県電子調達システム（物件等）運用基準」によります。 

4  入札者に求められる義務 

   入札に参加を希望する者は、事前に調達システムの利用登録申請を行い、(1)に掲げる申請を令和 6 年 2 月

20 日（火）11 時までに、本システムで入札する場合にあっては本システムに登録し、書面による入札の場合に

あっては 5(1)の場所に提出し、入札参加資格確認結果の通知を受けなければなりません。また、落札候補者に

あっては、入札実施後に(2)から(4)までの書類を提出してください。 

   なお、提出した書類等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。 

(1)  三重県物件関係競争入札参加及び落札資格に関する要綱第 4 条第 1 項に定める申請 

(2)  消費税及び地方消費税についての｢納税証明書（その 3 未納税額のない証明用）｣（所管税務署が過去 6

月以内に発行したものです。）の写し（提示可） 

(3)  三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては、｢納税確認書｣（三重県の県税事務所が過去 6

月以内に発行したものです。）の写し（提示可） 

(4) 連絡調整の担当者を 2 名以上配置し、緊急時に責任者に直接指示できる体制が整備されていることを示す

体制図（様式任意） 

5  入札手続等に関する事項 

(1)  担当部局 

    〒514-8570 三重県津市広明町 13 番地   

    三重県総務部総務課総務班 担当 青木 

    電話 059-224-2190  ファクシミリ 059-224-3170 

(2)  契約条項を示す場所 

    〒514-8570 三重県津市広明町 13 番地   

    三重県総務部広聴広報課企画・広報班 担当 伊藤（英） 

    電話 059-224-2788  ファクシミリ 059-224-2032 

 (3) 調達システム担当部局 

   〒514-8570 三重県津市広明町 13 番地   

    三重県出納局会計支援課企画支援班 

    電話 059-224-2785/2787  ファクシミリ 059-224-2784 

(4)  調達説明書（仕様書）の配布方法 

本公告日から令和 6 年 3 月 7 日（木）まで調達システムにより提供します。 

(5)  入札参加資格確認結果の通知 

① 本システムによる競争入札参加資格確認申請の場合 令和 6 年 3 月 1 日（金）17 時までに本システム上

で通知を行います。 

② 書面による競争入札参加資格確認申請の場合 令和 6 年 3 月 1 日（金）17 時までに通知書を発送します。 

(6)  入札書提出の日時及び場所 

  ア 本システムによる入札書受付期間は、以下のとおりです。 

     入札参加資格確認結果の通知の日から令和 6 年 3 月 7 日（木）15 時 30 分まで 

  イ 書面による入札の場合は、一般書留郵便又は簡易書留郵便により、調達案件名を記載の上、三重県庁内

郵便局留めで郵送してください。 

提出締切日時 令和 6 年 3 月 7 日（木）15 時 30 分 

  なお、入札書は郵便局留め期間の 10 日を経過すると差出人に返送されますので、日数を考慮して投函し

てください。 

送付先 

〒514-0006 三重県津市広明町 13 番地 

宛 先 三重県庁内郵便局留め 

受取人 三重県総務部総務課総務班 

案件名 令和 6 年度三重県広報紙「県政だより みえ」及び三重県議会広報紙「みえ県議会だより」
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新聞折込業務委託（単価契約） 

(7)  開札の日時及び場所 

    日時 令和 6 年 3 月 7 日（木）16 時 

    場所 三重県津市広明町 13 番地 

       三重県総務部総務課 

(8)  入札方法等に関する事項 

ア 入札書の記載 

     入札者は、入札内訳書（添付要）の合計金額を入札書に記載するものとし、入札内訳書に記載する単価

は、消費税及び地方消費税抜きの額（免税事業者にあっては、契約希望額に 110 分の 100 を掛けた額）を

記載するものとします。 

なお、本契約は単価契約であり、入札内訳書に記載された 1 部あたりの単価を契約金額として契約書に

表示します。（免税事業者にあっては、入札内訳書に記載された 1 部あたりの単価の 100 分の 110 に相当す

る額（円未満小数点以下第 3 位までとし、第 4 位以下切り捨て）とします。） 

   イ 入札保証金 

       入札保証金は、入札価格の 100 分の 5 以上の額とします。ただし、三重県会計規則（平成 18 年三重県規

則第 69 号。以下「規則」といいます。）第 67 条第 2 項各号のいずれかに該当する場合は、免除します。 

   ウ 契約保証金 

       契約保証金は、入札価格に 100 分の 110 を乗じた額（円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨

てた金額）の 100 分の 10 以上の額とします。ただし、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規

定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者又は民事再生法（平成 11 年法

律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者（以

下これらを「更生（再生）手続中の者」といいます。）のうち三重県建設工事等入札参加資格の再審査に係

る認定を受けた者（会社更生法第 199 条第 1 項の更生計画の認可又は民事再生法第 174 条第 1 項の再生計

画の認可が決定されるまでの者に限ります。）が契約の相手方となるときは、納付する契約保証金の額は、

入札価格に 100 分の 110 を乗じた額（円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた金額）の 100

分の 30 以上とします。 

 また、規則第 75 条第 4 項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除します。ただし、規則第

75 条第 4 項第 1 号、第 2 号又は第 4 号に該当するときを除き、更生（再生）手続中の者については、契約

保証金を免除しません。 

   エ 落札者の決定方法 

       落札者は、本公告に示した業務を履行できると三重県知事が判断した入札者であって、規則第 65 条の規

定により定められた予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者とします。 

   オ 入札の無効 

      本公告に示した入札参加者及び落札者に必要な資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかっ

た者並びに規則第 71 条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は、無効とします。 

6  その他 

(1)  入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨に限ります。 

(2)  契約書作成の要否 

    要 

(3)  入札の中止等 

 天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは、本入札を延期又は中止す

ることがあります。 

 また、入札者が 1 者だけの場合は、本入札を中止又は延期することがあります。 

 なお、上記の場合における費用は、入札者の負担とします。 

(4) 苦情申立て 

 参加資格の確認その他の手続に不服がある場合は、指定した発注機関の長に対して苦情申立てを行うこと

ができます。 

 なお、政府調達に関する協定違反と判断される調達に関する苦情申立ては、政府調達に関する苦情の処理

手続（平成 26 年三重県告示第 292 号）に基づき、三重県政府調達苦情検討委員会（連絡先：出納局出納総務
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課（三重県政府調達苦情検討委員会事務局）、電話 059-224-2771）に行うことができます。 

 本件調達手続において、政府調達協定に係る苦情の申立てがあり、三重県政府調達苦情検討委員会が契約

締結の停止等を要請した場合は、本件調達手続の停止等を行うことがあります。 

(5) 申請書又は提出書類に虚偽の記載をした場合は、不誠実な行為とみなし三重県物件関係落札資格停止要綱

に基づく落札資格停止を行うことがあります。 

(6) 本入札及び契約締結後において、不正又は不誠実な行為が判明した場合は落札資格停止、契約解除等の厳

正な措置を講じます。 

(7)  本入札に係る詳細は、調達説明書（仕様書）によります。 

7  Summary 

(1)  Subject Matter of the Contract: 

   Distribution of the ‘‘Mie Prefectural Assembly News and Mie Prefectural Government News’’ with 

Newspaper 

(2)  Bid Submission Deadline: 

(Electronic submission via the internet) 

Bids submitted electronically must be received by 3:30 P.M. on Thursday, March 7, 2024. 

(Submission by registered mail) 

Bids submitted by registered mail must be received at the appointed post office by 3:30 P.M. on 

Thursday, March 7, 2024. 

(3)  Date and Time for the Open Bidding: 

The meeting for the open bidding will begin promptly at 4:00 P.M. on Thursday, March 7, 2024. 

(4)  Managing Authority: 

    Public Relations Division, Department of General Affairs, Mie Prefecture 

    13 Komei-cho, Tsu city, Mie, 514-8570, Japan 

      TEL:059-224-2788 

 

次のとおり一般競争入札を行いますので、物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成 7 年三重

県規則第 84 号）第 5 条の規定により公告します。 

  令和 6 年 1 月 23 日 

三 重 県 警 察 本 部 長  難  波  正  樹   

1  入札に付する事項 

(1) 業務内容 

新運転者管理システムデータ移行業務委託 

(2)  契約の特質等 

     委託業務の内容に関し、本件調達説明書（仕様書）で指定する特質等を有することが必要です。 

 (3)  契約期間 

   契約締結日から令和 7 年 3 月 31 日（月）まで 

 (4)  履行場所（納入場所） 

    三重県警察本部交通部運転免許センター 

2  入札参加者及び落札者に必要な資格 

(1)  競争入札参加資格 

 ア 当該競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 

 イ  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 32 条第 1 項各号に掲げる

者でないこと。 

 ウ 競争入札参加資格確認申請書の提出締切日時までに、4(2)の役務リスト（別紙様式）を提出し、三重県

警察の承認を得ていること。 

 (2) 落札資格 

ア  三重県建設工事等資格（指名）停止措置要領により資格（指名）停止を受けている期間中である者でな

いこと。 

イ  三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要綱に定

める落札資格停止要件に該当する者でないこと。 
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ウ  三重県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 

3  入札に関する事項 

(1) 本入札は、三重県電子調達システム（物件等）（以下「調達システム」といいます。）を利用して行いま

すが、書面により入札に参加することもできます。 

(2)  本入札は、開札事務を調達システムで行うため、書面により入札に参加する場合であっても、調達システ

ムの利用登録が必要です。 

(3) 調達システム利用登録者が調達システムにより入札に参加した場合は、書面による入札への途中変更はで

きません。 

(4) 調達システムの障害等やむを得ない事情が生じた場合は、書面による入札に変更することがあります。 

(5) 調達システムの運用については、「三重県物件等電子調達システム運用基準」によります。 

4  入札参加者及び落札候補者に求められる義務 

   入札に参加を希望する者は、事前に調達システムの利用登録申請を行い、(1)に掲げる申請書及び(2)に掲げ

る役務リストを令和 6 年 2 月 7 日（水）12 時までに、調達システムで入札する場合にあっては調達システムに

登録し、書面による入札の場合にあっては 5(1)の場所に提出し、入札参加資格確認結果の通知を受けなければ

なりません。また、落札候補者にあっては、入札実施後に(2)（最終版）、(3)及び(4)の書類を提出してくだ

さい。 

   なお、提出した証明書等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。 

(1) 三重県物件関係競争入札参加及び落札資格に関する要綱第 4 条第 1 項に定める申請書（第 1 号様式） 

(2) 役務リスト（別紙様式） 

提出された役務リストに基づき確認を行い、サプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されない場合は、

入札参加資格がありません。役務リストには、今回対応可能な役務について通番を優先順位とみなして内容

を記載してください。サプライチェーン・リスクの恐れがないと確認した優先順位最上位のものを採用する

ものとします。 

※ 確認に 2～4 週間を要する見込みです。 

(3) 消費税及び地方消費税についての「納税証明書（その 3 未納税額のない証明用）｣（所管税務署が過去 6

月以内に発行したものです。）の写し（提示可） 

(4) 三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては、｢納税確認書｣（三重県の県税事務所が過去 6

月以内に発行したものです。）の写し（提示可） 

5  入札手続等に関する事項 

(1)  担当部局 

    〒514-8514 三重県津市栄町一丁目 100 番地 

   三重県警察本部警務部会計課調達係 担当 平山 

   電話 059-222-0110（内線）2262  ファクシミリ 059-226-9917 

(2)  契約条項を示す場所 

    (1)に同じです。 

 (3) 調達システム担当部局 

   〒514-8570 三重県津市広明町 13 番地 

    三重県出納局会計支援課企画支援班システム担当 

    電話 059-224-2785/2787  ファクシミリ 059-224-2784 

(4)  調達説明書（仕様書）の配布方法 

本公告日から令和 6 年 3 月 8 日（金）まで調達システムにより提供します。 

(5)  入札参加資格確認結果の通知 

ア 本システムによる競争入札参加資格確認申請の場合 

    令和 6 年 3 月 4 日（月）17 時までに本システム上で通知を行います。 

  イ 書面による競争入札参加資格確認申請の場合 

    令和 6 年 3 月 4 日（月）17 時までに通知書を発送します。 

(6)  入札書提出の日時及び場所 

  ア 調達システムによる入札書受付期間は、以下のとおりです。 

     入札参加資格確認結果の通知の日から令和 6 年 3 月 8 日（金）14 時まで 

  イ 書面による入札の場合は、一般書留郵便又は簡易書留郵便により、調達案件名を朱書きの上、津塔世橋
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郵便局留めで郵送してください。 

提出締切日時 令和 6 年 3 月 8 日（金）14 時まで 

  なお、入札書につきましては、郵便局留め期間の 10 日を経過すると差出人に返送されますので、日数を

考えて投函してください。 

  ※ 入札書が、入札書提出の締切日時までに確実に届くかどうかを、投函前に郵便局で確認してくださ  

   い。 

送付先 

〒514-0004 三重県津市栄町一丁目 850 番地 

宛 先 津塔世橋郵便局留め 

受取人 三重県警察本部警務部会計課調達係 

案件名 新運転者管理システムデータ移行業務委託入札書在中 

(7)  開札の日時及び場所 

    日時 令和 6 年 3 月 8 日（金）14 時 10 分 

    場所 三重県津市栄町一丁目 100 番地 

      三重県警察本部警務部会計課 

(8)  入札方法等に関する事項 

ア 入札書の記載 

     入札書の記載に当たっては、入札書に記載された金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額（当該

金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって契約金額としますので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

の 110 分の 100 に相当する金額を記載するものとします。 

  イ 入札保証金 

       入札保証金は、入札価格の 100 分の 5 以上の額とします。ただし、三重県会計規則（平成 18 年三重県規

則第 69 号。以下「規則」といいます。）第 67 条第 2 項各号のいずれかに該当する場合は、免除します。 

    なお、入札保証金の納付が必要な場合は、競争入札参加資格の結果を通知する際に別途連絡します。 

   ウ 契約保証金 

       契約保証金は、契約金額の 100 分の 10 以上の額とします。ただし、会社更生法（平成 14 年法律第 154

号）第 17 条の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者又は民事再生

法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てを

されている者（以下これらを「更生（再生）手続中の者」といいます。）のうち三重県建設工事等入札参

加資格の再審査に係る認定を受けた者（会社更生法第 199条第 1項の更生計画の認可又は民事再生法第 174

条第 1 項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限ります。）が契約の相手方となるときは、納付する

契約保証金の額は、契約金額の 100 分の 30 以上とします。また、規則第 75 条第 4 項各号のいずれかに該

当する場合は、契約保証金を免除します。ただし、規則第 75 条第 4 項第 1 号、第 2 号又は第 4 号に該当す

るときを除き、更生（再生）手続中の者については、契約保証金を免除しません。 

   エ 落札者の決定方法 

       落札者は、本公告に示した業務を履行できると判断した入札者であって、規則第 65 条の規定により定め

られた予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者とします。 

   オ 入札の無効 

      本公告に示した入札参加者及び落札者に必要な資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかっ

た者並びに規則第 71 条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は、無効とします。 

6  その他 

(1)  入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨に限ります。 

(2)  契約書作成の要否 

    要 

(3)  入札の中止等 

 天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは、本入札を延期又は中止す

ることがあります。 

 また、入札者が 1 者だけの場合は、本入札を中止又は延期することがあります。 
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 なお、上記の場合における費用は、入札者の負担とします。 

(4) 苦情申立て 

 参加資格の確認その他の手続に不服がある場合は、指定した発注機関の長に対して苦情申立てを行うこと

ができます。 

 なお、政府調達に関する協定違反と判断される調達に関する苦情申立ては、政府調達に関する苦情の処理

手続（平成 26 年三重県告示第 292 号）に基づき、三重県政府調達苦情検討委員会（連絡先：出納局出納総

務課（三重県政府調達苦情検討委員会事務局）、電話 059-224-2771）に行うことができます。 

 本件調達手続において、政府調達協定に係る苦情の申立てがあり、三重県政府調達苦情検討委員会が契約

締結の停止等を要請した場合は、本件調達手続の停止等を行うことがあります。 

(5) 申請書又は提出書類に虚偽の記載をした場合は、不誠実な行為とみなし三重県物件関係落札資格停止要綱

に基づく落札資格停止を行うことがあります。 

(6) 本入札及び契約締結後において、不正又は不誠実な行為が判明した場合は落札資格停止、契約解除等の厳

正な措置を講じます。 

(7)  本入札に係る詳細は、調達説明書（仕様書）によります。 

7   Summary 

(1)  Subject Matter of the Contract: 

Data Conversion For New Drivers Management System  

 (2)  Bid Submission Deadline: 

      (Electronic submission via the internet) 

      Bids submitted electronically must be received by 2:00 P.M. on Friday, March 8, 2024. 

      (Submission by registered mail) 

Bids submitted by registered mail must be received at the appointed post office 2:00 P.M. on Friday, 

March 8, 2024. 

(3)  Date and Time for the Open Bidding: 

      The meeting for the open bidding will begin promptly at 2:10 P.M. on Friday, March 8, 2024. 

 (4)  Managing Authority: 

      Finance Division, Police Administration Department, Mie Prefectural Police Headquarters  

1-100 Sakae-machi, Tsu city, Mie Prefecture, Japan Post code.514-8514 

      TEL:059-222-0110 （EXT. 2262） 

      FAX:059-226-9917 
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